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１．テロ防止関連条約と核テロ防止条約  
 「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案」（以

下「本法律案」という。）は、平成17年４月に、国連総会において採択された「核による

テロリズムの行為の防止に関する国際条約」（以下「核テロ防止条約」という。）の適確な

実施を確保するため、政府より今国会に提出されたものである（日本は、同年９月に署名）。 

 核テロ防止条約の目的は、放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用する行為等を犯罪

とし、その犯人の処罰、引渡し等について定めることとされており、テロ防止に関する国

際条約のうち、平成13年に米国で発生した９.11テロ以降、初めて採択された条約である。

22か国の批准により発効するが、100か国以上の署名があるものの、まだ14か国の批准に

留まっている（平成19年３月１日現在）。  

 核テロ防止条約は、平成８年に国連総会で採択された「国際テロリズム廃絶措置」決議

を契機として、ロシアの提唱により、平成９年２月から、国連総会の下に設置された国際

テロ撲滅アド・ホック委員会において交渉が開始された。同条約の起草は、平成10年にロ

シアが提案した草案を基礎として行われたが、関係国の利害対立（パキスタンとインド、

イランと米国、等）により調整は難航し、９.11 テロの発生等を受け、ようやく妥結に至

った1。 

平成 18 年７月のＧ８首脳会議では、世界各国に対し核テロ防止条約の批准を求め、平

成19年のドイツでのサミットにおいて「我々の取組の成果を報告する」とした「テロ対策

に関するＧ８首脳宣言」と「国連のテロ対策プログラムの強化に関するＧ８声明」が示さ

れている。 

 

２．本法律案の概要  
（１）処罰される行為 

 核テロ防止条約は、死又は身体の重大な傷害、財産の実質的な損害等を引き起こす意図

での放射性物質等の所持・使用や核施設の使用・損壊と放射線の発散等による脅迫を犯罪

としている。 

我が国における放射性物質の管理と放射線の発散についての規制は、「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）と「放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（以下「放射線障害防止法」と

いう。）により行われている。これらは主に、原子力発電や放射線を用いる事業に携わ
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る者に対する使用の許可や届出等の義務を定めたものであり、悪意を持って放射性物質

を使おうとする者の存在を前提としたものではない。しかし、両法においても、核物質

防護条約及び爆弾テロ防止条約を担保する国内法として、正当な理由なく、原子核分裂

の連鎖反応（核爆発）、核燃料物質による汚染物の取扱い、放射性同位元素を装備する

機器等の操作、その他不当な方法により放射線を発散（方法のいかんを問わず外部に拡

散）させ、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者に対しては、10 年以下の懲役

に処することが定められており、未遂も処罰の対象とされている。 

本法律案では、両法におけるこれらの規定を集約するとともに、これらの行為の予備

（準備）行為、危険を生じさせる目的での放射線を発散させる装置の製造及び所持、放

射性物質の所持についての未遂行為、放射性物質を用いた脅迫、強要も処罰の対象とし

ている。量刑も上限で無期懲役とされている。 

放射線発散防止法案により処罰される行為 

(1) 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応（核爆発）により、人の生命、身体又は財産に危険を

生じさせること 

(2) 放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせること（→(1)(2)の法定

刑の上限を10年から無期懲役に引上げ） 

(3) (1)(2)の行為の予備（準備）行為 

(4) (1)(2)の行為の目的での放射線を発散する装置等の製造及び所持、放射性物質の所持 

(5) (1)(2)(4)の未遂行為 

(6) その他（放射性物質を用いた脅迫、強要） 

(7) (1)～(6)の国外犯 

（出所）文部科学省資料 

 

（２）規制と罰則の在り方  

本法律案と類似の枠組みを持つ法律として、サリン等による人身被害の防止に関する

法律（以下「サリン等防止法」という。）がある。以下、参考のため、規制と罰則の在

り方を比較してみる。 

ア 規制対象物質 

本法律案では、放射性物質や「原子核分裂等装置」（核燃料物質の臨界を起こさせる

装置、放射性物質の放射線を発散させる装置、加速器（高エネルギー放射線発生装置））

を用い、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる目的があれば、処罰の対象として

いる。放射線の強さについては、電子線及びＸ線についてのみ強度の下限が記されてお

り（原子力基本法により政令で定める放射線の定義による）、医療用の一般的なレント

ゲン装置の発するＸ線は、そのエネルギーが規制対象値以下となっている。 

一方、サリン等防止法では、サリンに準ずる毒性の強さ、発散時の危険度（物質の機

能的側面）等により対象物質を政令によって定めることとしている。 

イ 量刑 

本法律案では、「放射性物質をみだりに取り扱うこと、･･･その他不当な方法で、･･･人
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の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は２年以上の懲役に処する」とさ

れており、人の死傷の結果については、刑法の殺人罪によって更に重く処罰されること

となる。 

一方、サリン等防止法では、「サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者
．．．．．．．．．．．．

は、

無期又は２年以上の懲役に処する」とされ、「人里はなれた山中で空中散布した場合、

船舶等で人がいない海に行き海中に放流した場合は一般的に言うと公共の危険を生じさ

せたとは言えない」とされる2。 

放射線もサリン同様、発散された量や発散時の周囲の状況により「危険度」が大きく変

わる。「危険度」と量刑の関係、抑止力としての量刑の妥当性等が問われることとなろう。 
なお、放射線発散の予備罪は、サリン発散の予備罪と同じ５年以下の懲役だが、殺人

予備罪は２年以下の懲役となっている。これは、殺人予備罪が個人の生命を保護法益と

するのに対し、サリン発散は、公共の安全に与える影響が非常に大きく、その予備につい

ても危険性が高い場合が少なくないと考えられたためとされる3。 

ウ 輸出入、流通 

 サリン等防止法については、目的を問わず、輸入、譲り渡し及び譲り受けとその予備

行為も禁止されているが、本法案では、対象となっていない。 

核燃料物質及び核原料物質の輸出入及び流通は、原子力基本法、原子炉等規制法及び

輸出貿易管理令等により規制されている。特に核燃料物質については、指定、許可等を

受けた者の間以外では譲受渡ができないこととし、その流通の範囲を限定している。 

放射性同位元素については、放射線障害防止法により、使用について許可制、販売につ

いては届出制を採っている。輸出入については、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が、「放射

線源の輸出入ガイダンス（2004 年９月）」により規制対象を定めている。人体に与える危

険性を考慮し、カテゴリー１～５までに分類し、各カテゴリーに該当する核種、数量、機

器名称が示されている。この中で、放射線源の輸出入ガイダンスは、カテゴリー１（遮へ

いなく近づいた場合、数分から１時間で死に至るもの）、カテゴリー２（遮へいなく近づい

た場合、数時間から数日で死に至るもの）を対象としている。 

我が国においても、ガイダンスに合わせ、人体に与える危険性が高い放射性同位元素の

輸出については承認制としている（輸出貿易管理令）。輸入については、所定の資格用件を

証する書類を税関に提出することが義務づけられている（輸入貿易管理令）。 

エ 脅迫・強要 

原子炉等規制法では、特定核燃料物質（高濃縮の核燃料物質。核兵器への転用可能性

が高い）を用いて、ア）人身及び財産に害を加えることを告知して脅迫すること、イ）

窃取、強取することを告知して脅迫・強要することが処罰対象とされている。 

本法律案にこの規定が移されるとともに、ア）について、放射性同位元素や加速器等

による危害が加えられた。 
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３．原子力防護への取組  
（１）核物質及び放射性同位元素の防護  
核燃料物質の盗取等の不法な移転や、原子力施設等への妨害破壊行為を防止することは

「核物質防護」と定義されてきたが、これまで「放射性同位元素の防護」を直接定義した

ものはなかった。ＩＡＥＡによる放射線源の安全とセキュリティに関する行動規範では、

その目的と範囲について「放射線源へ許可なく近寄ること、破壊活動、紛失、盗取及び許

可のない移動を防ぎ、被ばく事故の可能性や、人・社会・環境に対して影響を与える放射

線源の悪意ある使用を減らすとともに、放射線に関連する事故、悪意ある行動による被ば

くによる影響の減少を成し遂げること」、「人、社会、環境に対し、重大な影響を及ぼすお

それのあるすべての密封線源に適用する」、「研究炉及び発電炉等で使用される核燃料物質

は含まない」とされている4。 

核物質防護については、ＩＡＥＡ等による枠組みの中で厳格な取組がなされてきたが、

国際テロの脅威の高まりにつれ、核物質以外の放射性同位元素を用いる「汚い爆弾」（ダー

ティボム：セシウム・コバルト等の放射線源を通常の爆弾に混ぜて爆発させる

Radioactivity Dispersal Device（ＲＤＤ））への対策強化が求められている5。 

内閣府の原子力委員会は、テロ対策の国際動向等を踏まえ、核物質等や関連施設の特性

を踏まえた合理的、効果的な防護の在り方について基本的な考え方を調査審議するため、

平成18年 12月、原子力防護専門部会を設置した。そこでは核物質防護と核物質以外の放

射性物質の防護を総称し、「原子力防護」と呼んでいる。 

（２）放射性廃棄物の防護  

核燃料の再処理の過程で生まれる高レベル放射性廃棄物は、核兵器に転用可能な物質が

ほとんど含まれておらず、ガラス固化体（放射能の高い廃液を、ガラス原料とともに溶か

してゆっくり固化したもの）となっていることから、その特性から特定核燃料物質（プル

トニウム等）を抽出することが極めて困難とされ、盗取の脅威は極めて低いとして、核物

質防護規定6による盗難防止等の対象とされていない。本年 1月、経済産業省総合資源エネ
ルギー調査会原子力防災小委員会は、今後の放射性廃棄物の核物質防護規制については、

従来の盗取の脅威に加え、妨害破壊行為の脅威も重視すべきであるとの中間報告書「放射

性廃棄物の埋設事業に係る核物質防護の在り方について」をまとめた。これを受け政府は、

ガラス固化体や長半減期低発熱放射性廃棄物を核物質防護の規制対象とするため原子炉等

規制法を改正する意向とされ7、原子力防護専門部会においても検討がなされている。 
なお、低レベル放射性廃棄物については、放射能濃度が極めて低いことから核物質防護

の対象とはされていない。 
（３）放射性同位元素の防護 

放射性同位元素については、安全管理の観点から、室に人がみだりに入ることを防止す

るためのインターロック（安全装置）を設けること等が放射線障害防止法施行規則に定め

られているが、防犯の観点から原子炉施設等ほどの厳しい防護管理は行われていない。こ

れは、核分裂を起こし得る核物質に比べ、放射性同位元素を使った大規模な放射線の発散

を行うことが難しく、多くの人命や財産を一度に危険にさらす危険性が低いこと、放射性
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同位元素は、日常生活の様々な場面で使われており、放射線障害防止法による規制対象事

業者も多く（国内に約4,600事業所）、厳格な管理体制を網羅的に構築することは、難しい

こと等が背景にある。 

しかし、テロの脅威の高まりに応じ、平成 15 年、放射性同位元素のセキュリティにつ

いて、ＩＡＥＡが行動規範を策定するなど、具体的な対応が求められており、特に放射能

の大きい線源について、線源の防護の仕組みや登録管理システムを構築することなど新た

な取組が必要となっている8。 

今後、事態の変化に応じ、様々な場合を想定した対テロ予防措置が新たに講じられるこ

とも予想されるが、対テロの「網」をどこまで広げるべきか、現実的な危険性の判断と費

用対効果も論点となろう。 

＊ 
核物質防護の国際ガイドラインは、核兵器への転用可能性に応じて管理し、放射性同位

元素の防護は、人体への影響が大きいものほど厳しく管理することとされている。日本で

はどのような考え方を採るのか、核テロ対策を講ずる際の検討事項とされている9。 
また、こうした問題は、防犯上の観点から一般向けに詳細な情報開示ができず、必要な

原子力防護措置とは何かについて開かれた議論ができないもどかしさも指摘されている10。 
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